
1/10 

○五條市建設工事等低入札価格調査実施要綱 

 (趣旨) 

第1条 この要綱は、競争入札により発注する建設工事等の入札において地方自治法施行令

(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項及び第167条の10の2第2項(第167条の13において

準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する落札者の決定方法について、必要な事項を

定めるものとする。 

(用語の定義) 

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めると

ころによる。 

(1) 低入札価格調査 地方自治法施行令第167条の10第1項及び第167条の10の2第2項の

規定に基づき落札者を決定するための調査をいう。 

(2) 調査基準価格 低入札価格調査を行う基準となる価格をいう。 

(3) 失格基準価格 調査基準価格に0.98を乗じた額(その金額に1,000円未満の端数があ

るときは、その端数を切り捨てた額)をいう。 

(対象となる工事) 

第3条 調査基準価格を設ける入札は総合評価落札方式で発注する予定価格7億円以上の工

事で、五條市建設工事等請負業者選定審査会(以下「審査会」という。)で決定する。 

(調査の実施) 

第4条 低入札価格調査は、審査会が行う。審査会の会長は、五條市建設工事等請負業者選

定審査会要綱(平成17年7月五條市告示第37号)第3条第6号の規定により調査基準価格を設

けた場合において、総合評価落札方式において最も高い評価値となり、調査基準価格を

下回る金額で入札した者(以下「調査対象者」という。)に対し、その入札金額で当該契

約の内容に適合した履行がなされるか否かについて低入札価格調査を行うものとする。

この場合において、調査対象者が複数あるときは、くじにより当該調査を行う順位(落札

候補者としての順位を兼ねる。)を決定するものとする。 

2 低入札価格調査は、審査会が当該入札終了後速やかに実施するものとする。 

3 審査会の会長は、低入札価格調査を行うに際し、調査対象者に次に掲げる書類を添付し

た低入札価格調査報告書(様式第1号。以下「報告書」という。)の提出を求めるととも

に、必要に応じてヒアリングを行うものとする。なお、提出期限は開札日の2日後(その

日が五條市の休日を定める条例(平成元年4月五條市条例第7号)に規定する市の休日にあ

たる時は、その翌日以降の直近の市の休日でない日)の午前9時から正午とし、提出部数
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は11部(正1部、副10部)とする。 

(1) 当該価格で入札した理由(様式第2号) 

(2) 入札金額積算内訳書(様式第3号) 

(3) 手持工事(業務)状況(様式第4号) 

(4) 手持資材の状況(様式第5号) 

(5) 資材購入先及び購入先と入札者の関係(様式第6号) 

(6) 過去に施工した公共工事名及び発注者(様式第7号) 

(7) 調査対象者の経営内容及び経営状況 

(8) 第1号から第7号までの事情聴取した結果についての調査確認 

(9) 第6号の公共工事の成績状況 

(10) 調査対象者の信用状況 

(11) その他必要な事項 

(失格基準価格を下回る入札) 

第5条 前条の規定にかかわらず入札金額が失格基準価格を下回る場合は、契約の内容に適

合した履行がなされないと認め、低入札価格調査を実施せず失格とする。 

(調査結果の審査) 

第6条 審査会の会長は、第4条第3項の報告書の提出を受けたときは、審査会の会議を招集

し、当該報告書の内容を審査するものする。 

2 審査会は、当該調査対象者の入札金額で当該契約の内容に適合した履行がなされると認

めたときは、当該調査対象者を落札候補者として決定するものとする。 

3 審査会は、当該調査対象者の入札金額で当該契約の内容に適合した履行がなされないお

それがあると認めたときは、その者を落札候補者として決定しないものとする。この場

合において予定価格の制限の範囲内で入札した者(既に落札候補者として決定しないもの

とした者を除く。)のうち、総合評価落札方式において最も高い評価値となった者(その

者が調査基準価格を下回る入札金額で入札した者である場合にあっては、第4条に定める

調査手続を経たうえ、当該契約の内容に適合した履行がなされると審査会が認めた者に

限る。)を落札候補者として決定することができる。 

4 審査会の会長は、前2項の規定による落札候補者に係る決定があったときは、直ちにそ

の旨を市長に報告するものする。 

(落札の通知) 

第7条 市長は、前条第4項の規定による報告を受け、落札者を決定したときは、落札した
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旨を落札者決定通知書により、落札者として決定した入札者に対して通知するととも

に、他の入札者に対してもその旨を通知するものとする。調査対象者で落札者にならな

かった者には、落札者とならなかった理由その他必要な事項を通知するものとする。 

(調査結果等の非開示) 

第8条 報告書その他の調査関係書類は、開示しない。 

(履行確保の措置) 

第9条 この要綱の規定を適用して行う契約については、その適正な履行を確保するため、

次の措置を講じるものとする。 

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第24条の7第1項の施工体制台帳を提出させ、及び

必要に応じてその内容について事情聴取を行うこと。 

(2) 工事の監督及び検査業務を強化すること。 

(その他) 

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則（平成31年告示第28号） 

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。 

附 則（令和4年告示第145号） 

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。 
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様式第１号（第４条関係） 

 

年  月  日 

五條市長 殿 

 

                （入札者） 住所又は所在地            

                      氏名又は名称             

 

 

 

低入札価格調査報告書 

 

 

 

      年  月  日執行の下記工事の入札金額等について、別紙のとおり報告

します。 

 

記 

 

 １  工事名 

    工事番号 

    工事場所 

    開札日 

     

 ２ 添付書類 

（１）  当該価格で入札した理由（様式第２号） 

（２）  入札金額積算内訳書（様式第３号） 

（３）  手持工事（業務）状況（様式第４号） 

（４）  手持資材の状況（様式第５号） 

（５）  資材購入先及び購入先と入札者の関係（様式第６号） 

（６）  過去に施工した公共工事名及び発注者（様式第７号） 
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様式第２号（第４条関係） 

 

当該価格で入札した理由 

 

（注１）当該金額での入札が可能となった理由（なぜ安価で可能なのか等）を具体的に

記載する。 
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様式第３号（第４条関係） 

 

入札金額積算内訳書 

 

（注１）入札時の内訳書と同一のものを添付する。 

（注２）共通仮設費（率分）、現場管理費の諸経費の算出根拠（詳細な積算内訳）を必

ず添付する。 
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様式第４号（第４条関係） 

 

手持工事（業務）状況 

工事名 工事場所 発注者 工期 契約金額 
主任技術者名 

監理技術者名 

      

      

      

      

      

      

      

（注１） 入札参加者が共同企業体の場合、共同企業体の代表者のみ提出してくだ

さい。 
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様式第５号（第４条関係） 

 

手持資材の状況 

品名 
規格 

型式 
単位 手持数量 

本工事での 

使用予定量 

不足数量の 

手当方法 
備考 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

【添付資料】 

１．手持資材の数量及び保管状況が分かる写真（遠景及び近景）を添付する。 
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様式第６号（第４条関係） 

 

資材購入先及び購入先と入札者の関係 

品名 規格・型式 単位 数量 

購入先名又はリース先名 

業者名 所在地 

入札者との関

係（取引年

数） 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

（注１）購入先名又はリース先名の「入札者との関係（取引年数）」欄には、協力会社・

同族会社・資本提携会社等の場合は記入すること。また、取引年数も記載すること。 

【添付資料】 

１．協力会社・同族会社・資本提携会社等の場合は、その関係を証明する規約・登録書

等があれば添付すること。 
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様式第７号（第４条関係） 

 

過去に施工した公共工事名及び発注者 

工事名 発注者 工期 予定価格 落札価格 
低入札価格調

査対象の有無 

工事成績 

評定点 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

（注１） 公告日以前の過去５年間に元請けとして完了した公共工事の実績につい

て記載する。実績件数が１０件を超える場合は、直近の工事の１０件を記載す

る。 

（注２） 各工事ごとの予定価格、工事成績評定点等を記載する。ただし、予定価

格が公表されていない場合、工事成績評定点が通知されていない場合等は、この

限りではない。 

（注３） 「低入札価格調査対象の有無」欄には、低入札価格調査を受けた場合の

み「有」と記載する。 

（注４） 入札参加者が共同企業体の場合、共同企業体の代表者のみ提出してくだ

さい。 

 

【添付資料】 

１．工事成績評定通知書の写し 

 


